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長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（案） 

新旧対照表 

改正後 改正前 

○長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁

償及び期末手当に関する条例 

○長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁

償及び期末手当に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２０３条の規定に

基づき、市議会の議長、副議長、委員長

（長久手市議会委員会に関する条例（昭

和２３年長久手村条例第８号（以下「委

員会条例」という。））第２条に規定す

る常任委員会及び同条例第３条の４に規

定する議会運営委員会の委員長をいう。

以下同じ。）及び議員に対して支給する

議員報酬、費用弁償及び期末手当につい

て必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２０３条の規定に

基づき、市議会の議長、副議長、委員長

（常任委員会及び議会運営委員会の委員

長をいう。以下同じ。）及び議員に対し

て支給する議員報酬、費用弁償及び期末

手当について必要な事項を定めるものと

する。 

（語句の明文化（第２条第１項との関係）） 

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 

(1) 議員活動 議長、副議長、委員長及

び議員（以下「議員等」という。）が

長久手市議会定例会（の本会議及び定

例会の開期中に開かれる長久手市議会

委員会に関する条例（昭和２３年長久

手村条例第８号）委員会条例第１条に

規定するに基づき設置された委員会の

会議をいう。（以下これらを「定例会」

という。）に出席することをいう。 

（語句の明確化（第１条及び第３条との関係）、語

句の整理） 
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(2) 公務上の災害等 議会の議員その

他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例（昭和４２年長久手村条例第

１０号）に基づき認定された公務上の

災害及び通勤による災害をいう。 

 

（議員報酬） （議員報酬） 

第３条 議長、副議長、委員長及び議員（以

下「議員等」という。）議員等の議員報

酬月額は、別表のとおりとする。 

第２条 議長、副議長、委員長及び議員（以

下「議員等」という。）の議員報酬月額

は、別表のとおりとする。（語句の整理（第

２条第１項との関係）） 

第４条 議員等が新たにその職についた日

から日割計算により支給する。 

第３条 議員等が新たにその職についた日

から日割計算により支給する。 

第５条 議員等が任期満了、辞職、除名、

死亡又は議会の解散によりその職を離れ

たときは、その日までの議員報酬を日割

計算により支給する。ただし、いかなる

場合においても、重複して議員報酬を支

給しない。 

第４条 議員等が任期満了、辞職、除名、

死亡又は議会の解散によりその職を離れ

たときは、その日までの議員報酬を支給

する。ただし、いかなる場合においても、

重複して議員報酬を支給しない。 

（「日割り計算」の語句の統一（第４条、第１１条

第３項及び第１６条関係） 

２ 議員報酬の支給方法については、毎月

２１日から末日までに支給する。一般職

の職員の例による。 

２ 議員報酬は、毎月２１日から末日まで

に支給する。 

（この条例の他の支給方法と統一。第７条及び第８

条関係） 

（議員報酬の減額）  

第６条 議員等が長期間定例会を欠席した

場合の議員報酬は、第３条の規定にかか

わらず、定例会の会期日程の全てを欠席

した場合を１回として、その欠席した回

数（以下「欠席回数」という。）に応じ

て、議員報酬に次の各号に定める割合を

（語句の整理と明文化） 
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乗じて得た額を減額する。 

(1) 欠席回数が連続して２回 １００

分の２０ 

 

(2) 欠席回数が連続して３回 １００

分の３０ 

 

(3) 欠席回数が連続して４回以上 １

００分の５０ 

 

２ 前項の規定は、欠席回数が連続して２

回以上となる会議等定例会の末日の属す

る月の翌月から適用する。 

（「定例会」の語句の訂正（第２条第１項第１号関

係）） 

３ 第１項の規定により議員報酬の減額を

受けている議員等が、会議等定例会に出

席したときは、当該会議等定例会に出席

した日の属する月の翌月から議員報酬の

減額を解除する。 

（「議員等」、「定例会」の語句の訂正（第２条第

１項第１号関係）） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第７条 議員等が職務を行うため旅行した

場合には、費用弁償として旅費を支給す

る。 

第５条 議員等が職務を行うため旅行した

場合には、費用弁償として旅費を支給す

る。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額

は、内国旅行の旅費については別表のと

おりとし、外国旅行の旅費については、

市長に支給する旅費の額に相当する額と

する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額

は、内国旅行の旅費については別表のと

おりとし、外国旅行の旅費については、

市長に支給する旅費の額に相当する額と

する。 

３ 前項に定めるもののほか、議員等に支

給する旅費については、一般職の職員に

支給する旅費の例による。 

３ 前項に定めるもののほか、議員等に支

給する旅費については、一般職の職員に

支給する旅費の例による。 

（期末手当） （期末手当） 
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第８条 期末手当は、６月１日及び１２月

１日（以下「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する議員等に支給する。これら

の基準日前１月以内に任期が満了し、辞

職し、死亡し、又は解散により任期が終

了したこれらの者（以下「任期が満了し

た者等」という。）についても同様とす

る。 

第６条 期末手当は、６月１日及び１２月

１日（以下「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する議員等に支給する。これら

の基準日前１月以内に任期が満了し、辞

職し、死亡し、又は解散により任期が終

了したこれらの者（以下「任期が満了し

た者等」という。）についても同様とす

る。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、

６月に支給する場合においては１００分

の１４２．５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の１５７．５を基準日

以前６か月以内の期間におけるその者の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、

６月に支給する場合においては１００分

の１４２．５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の１５７．５を基準日

以前６か月以内の期間におけるその者の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６か月 １００分の１００ (1) ６か月 １００分の１００ 

(2) ５か月以上６か月未満 １００分

の８０ 

(2) ５か月以上６か月未満 １００分

の８０ 

(3) ３か月以上５か月未満 １００分

の６０ 

(3) ３か月以上５か月未満 １００分

の６０ 

(4) ３か月未満 １００分の３０ (4) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれそ

の基準日現在（任期が満了した者等にあ

っては、任期が満了し、辞職し、死亡し、

又は解散により任期が終了した日現在）

における議員報酬月額及びその議員報酬

月額に１００分の２５を超えない範囲内

で市長が定める割合を乗じて得た額の合

計額に、議員報酬月額に１００分の２０

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれそ

の基準日現在（任期が満了した者等にあ

っては、任期が満了し、辞職し、死亡し、

又は解散により任期が終了した日現在）

における議員報酬月額及びその議員報酬

月額に１００分の２５を超えない範囲内

で市長が定める割合を乗じて得た額の合

計額に、議員報酬月額に１００分の２０
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を超えない範囲内で市長が定める割合を

乗じて得た額を加算した額とする。 

を超えない範囲内で市長が定める割合を

乗じて得た額を加算した額とする。 

４ 前項に規定する在職期間の算定につい

て必要な事項は、市長が定める。 

４ 前項に規定する在職期間の算定につい

て必要な事項は、市長が定める。 

５ 前３項に定めるもののほか、期末手当

の支給方法については、一般職の職員の

例による。 

５ 前３項に定めるもののほか、期末手当

の支給方法については、一般職の職員の

例による。 

（期末手当の減額）  

第９条 それぞれの基準日に、第６条第１

項の規定の適用を受けているもの議員等

の期末手当については、前条の規定にか

かわらず、基準日における議員報酬の減

額の割合を、議員報酬月額を基礎として

算定した期末手当の額に乗じた額を減額

する。 

（「議員等」の語句の統一（第２条第１項第１号関

係）及び語句の明確化） 

２ 基準日前６月以内の期間において、第

６条第１項に定める割合のいずれにも該

当する場合は、減額割合の大きいほうを

適用する。 

（期末手当が基準日の決定であり、原則３か月ごと

の定例会では該当しないため削除） 

（適用除外）  

第１０条 議員等が次に掲げる事由により

議員活動を欠席した行わないとき場合

は、第６条及び前条の規定は適用しない。 

（「議員等」の語句の統一（第２条第１項第１号関

係）及び語句の明確化） 

(1) 公務上の災害等により議員活動を

行うことができないとき。 

（「議員等」の語句の統一（第２条第１項第１号関

係）及び語句の説明） 

(2) その他議長が議会運営委員会に諮

って協議し、議員活動を行わないこと

に相当な理由があると認めた議長が認

める理由により議員活動ができないの

場合とき。 

（語句の整理） 
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２ 前項第２号で議長が認める場合におい

ては、議長は、議会運営委員会に諮って

決定しなければならない。 

（前項第２号に記載したことにより削除） 

（議員報酬の一時差止処分）  

第１１条 議員等が刑事事件の被疑者又は

被告人として逮捕、勾留その他その身体

を拘束される処分を受けたときは、その

日から当該処分を解かれる日まで日割に

よりその月からの期間（以下「処分期間」

という。）に係る議員報酬の支給を一時

差し止めるものとする。 

（「議員等」の語句の統一（第２条第１項第１号関

係）） 

 

（注意）拘束された期間のみで判決までは差止めさ

れない。 

２ 前項の議員報酬の一時差止めの際、既

にその月の議員報酬が支払われていたと

き又は支給日が差し迫っているため一時

差止めができないときは、翌月の議員報

酬から当該一時差止めされた額を差し引

いて支給するものとする。この場合にお

いて、議員の辞職その他の理由により翌

月の議員報酬から差し引いて支給するこ

とができないときは、当該一時差止めは

なかったものとみなす。 

 

３ 第１項の規定により議員報酬の支給を

一時差し止める額は、処分期間の日数に

応じて日割計算により算出した額とす

る。 

（第１項の訂正により支払い基準の詳細を規定及

び「日割計算」の語句の統一（第４条、第５条第１

項、第１６条関係）） 

（期末手当の一時差止処分）  

第１２条 期末手当支給に係る基準日の前

６月以内の期間において、前条第１項の

適用を受けている場合とき又は保釈によ

り一時解除され、判決が確定していない

（語句の整理） 

 

＊期末手当は拘束された期間に限らず判決までは

差止めされる。 
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ときは、期末手当の支給を一時差し止め

るものとする。 

２ 前条第１項又は前項の規定による一時

差止処分を行う場合は、当該一時差止処

分を受けるべき者議員等に対し、当該一

時差止処分の際、一時差止処分の事由を

記載した説明書を交付しなければならな

い。 

（語句の明文化及び「議員等」の語句の統一（第２

条第１項第１号関係））） 

（一時差止めされていた議員報酬及び期

末手当の支給） 

 

第１３条 前２条の規定により一時差止め

されていた議員報酬及び期末手当は、当

該一時差止めに係る刑事事件について公

訴を提起しない処分が行われたとき又は

当該一時差止めに係る刑事事件の無罪判

決（同様の効果を有する判決及び決定を

含む。）が確定したときは、その日の属

する月の翌月の議員報酬の支給日に支給

する。この場合において、議員の資格を

失っているときも、同様とする。 

 

（議員報酬の不支給）  

第１４条 第１１条第１項の規定により議

員報酬の支給を一時差止めされ、当該刑

事事件に係る有罪判決が確定したとき

は、一時差止めされていた議員報酬及び

刑の執行のため刑事施設に収容された期

間は、支給しない。 

（有罪判決後の支給が差止め期間のみとなってい

たため刑務所に収容された期間を含ることが望ま

しい。） 

（注意）執行猶予は、議員活動ができるので、支給

の対象としている。第１１条と同等とする。 

（期末手当の不支給）  

第１５条 期末手当支給に係る基準日の前

６月以内の期間において、前条の規定に
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より議員報酬を支給しないこととされた

月があるときは、第８条の規定にかかわ

らず、当該期末手当は、支給しない。 

（日割計算）  

第１６条 第４条、第５条第１項及び第１

１条第１３項の日割計算とは、当該月に

支給すべき議員報酬額を、その月の日数

で除した額とするを日額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）として計算するものとする。 

（語句の統一（第４条、第５条第１項及び第１１条

第３項関係）、訂正及び詳細を規定） 

（減額、一時差止め及び不支給の効力）  

第１７条 この条例の規定により議員報酬

等及び期末手当を減額、一時差止め及び

不支給とされていた議員が、再び議員の

資格を得た場合は、前任期中の減額、一

時差止め及び不支給の効力は及ばないも

のとする。 

（「議員報酬等」語句の定義がなく報酬と期末手当

を記載。） 

（疑義の決定）  

第１８条 この条例の適用に関し、疑義が

生じたときは、議長が議会運営委員会に

諮って決定する。 

 

（委任） （委任） 

第１９条 この条例の実施に関し必要な事

項は、規則で定める。 

第７条 この条例の実施に関し必要な事項

は、規則で定める。 

附 則  

この条例は、平成２９年４月１日から施

行する。 

 

別表（第３条、第７条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 
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備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京

都の区の存する地域、大阪市、名古屋

市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、

乙地方とは、その他の地域をいう。 

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京

都の区の存する地域、大阪市、名古屋

市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、

乙地方とは、その他の地域をいう。 

 

 

【別記1】 

区分 議員報酬月額 旅費 

鉄道賃

及び船

賃 

航空

賃 

車賃 日当 

（１日

につき） 

宿泊料 

（１夜につき） 

食事料 

（１夜につき） 

甲地方 乙地方 

議長 ４８万８，０００円 長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例（昭和４１年長久手町条例第３号）の規定による

市長に支給する旅費の額に相当する額 

副議長 ４２万３，０００円 

委員長及 

び議員 

３６万２，０００円 

 


